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監 査 公 表

監査公表第 6号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第 6 項の規定

により、高知県知事から包括外部監査の結果に対する措置につい

て通知があったので、同項の規定により、次のとおり公表する。

令和 3年 5月21日

高知県監査委員

2高行管第425号

令和 3年 3月16日

高知県監査委員　様

高知県知事　濵田　省司

令和元年度包括外部監査の結果に基づく措置につい

て（通知）

令和 2年 3月31日付け高知県公報号外第20号監査公表第 4号で

公表された包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、地

方自治法第252条の38第 6 項の規定に基づき別紙のとおり通知し

ます。

別紙
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

第５． 包括外部監査の結果及び意見

１． 計画

１ 第２期高知県教育振興基本計画（第

２次改訂版）（基本計画）

４） 監査の結果及び意見

① 基本目標の評価について（結果）

基本目標については、各種指標

（ＫＰＩ）の動向等を確認してその

内容について検討されているもの

の、基本目標の達成状況についての

詳細な分析と改善策が明示されてい

ない。すなわち、基本目標につい

て、ＰＤＣＡのＣ（Ｃｈｅｃｋ）及

びＡ（Ａｃｔｉｏｎ）が明確化され

ていない。大綱及び基本計画を達成

していくために、毎期ＰＤＣＡサイ

クルによる進捗管理を徹底するとさ

れているが、基本目標と施策の基本

方向、その対策及び取組との直接的

な関係性が明瞭でないことから、対

策の点検・評価の内容から基本目標

に 関 す る 今 後 の 取 組 ＝ Ａ

（Ａｃｔｉｏｎ）を明確に認識し難

い状況となっている。

高知県教育振興基本計画において

具体的な目標として最も上位に位置

する基本目標について詳細な点検・

評価が明示されていないことから、

今後は、基本目標のＫＰＩの点検・

評価を分かりやすく示す必要があ

る。

② 個別の対策に関する評価について

ア） ＫＰＩの設定数の削減につい

て（意見）

基本計画における基本理念及び

基本目標を達成するために、施策

の基本方向を７、対策を 、取組

を 設定しており、それぞれの

対策及び取組について１から複数

のＫＰＩを定めたうえでその達成

度合いを確認するとともに、今後

の取組（アクション）まで検討が

行われている。この結果、施策に

関する点検・評価が膨大なものと

なっている。

基本目標と対策・取組の直接的

な関係が不明瞭であり、膨大な量

のＫＰＩのＰＤＣＡサイクルに係

る管理コストを考慮すると、費用

① 基本目標の評価について

令和２年３月に策定した第３期高

知県教育振興基本計画（以下、第３

期計画という。）では、基本理念の

実現に向けて、基本目標の直下に基

本方針、対策、具体的な取組を位置

付け、目標と取組との関係が分かり

やすい施策体系としました。

第３期計画における施策の点検・

評価結果（令和３年度以降）におい

ては、基本目標と関連が深い取組の

成果や課題等を記載するなど、基本

目標の状況を分かりやすく示してい

きます。

ア） ＫＰＩの設定数の削減につい

て

第３期計画においては、６つの

基本方針のもと、対策を に、具

体的な取組を の事業に減らす

ことにより、進捗管理等に関する

業務の効率化を図りました。

なお、今後も取組の年次改訂に

応じて、ＫＰＩの内容を精査しま

す。

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

対効果の観点から見直しが必要で

あると考える。

基本理念や基本目標との関係等

を重視することで現状のＫＰＩの

内容を精査し、項目数を減少させ

る方向で見直すことが望まれる。

イ） ＫＰＩの設定について

ⅰ 目標値を大きく下回ったＫ

ＰＩについて（結果）

ＫＰＩの設定は実施事業の成

果の目標であり、事業を実施す

るかの投資判断（予算の策定）

においても重要であることか

ら、目標値を大きく下回ったＫ

ＰＩについてはその理由を十分

に検証し、予算策定の判断に誤

りが生じることがないよう検証

することが必要である。

ⅱ 具体的かつ合理的な指標の

選定について（結果）

４－ ３ ②③は「大会入賞

数」について全国大会レベルの

みが範囲なのか、地方大会等も

含む全大会が範囲なのかがわか

らない内容となっている。ま

た、３－ ３ ①の「不登校生徒

数に占める新規不登校生徒数の

割合」の目標 ％以下につい

て、既存の不登校生徒のほとん

どが登校するようになった一方

で新規の不登校生徒が少数発生

した場合当該指標は高くなる

が、このような状況は必ずしも

悪い状況ではないことから、指

標の明確化若しくは再考する必

要があるといえる。ＫＰＩの指

標を設定する際には、具体的な

内容になっているか、不合理な

状況は発生しないか検証したう

えで慎重に決定することが必要

である。

ⅲ 実現困難な目標について

（意見）

目標値を実現可能な指標とし

ない場合、達成できなかったと

しても目標値が実現不可能な理

想値であったことを理由として

十分な分析がなされない結果、

有意義なＣ（Ｃｈｅｃｋ）及び

ⅰ 目標値を大きく下回ったＫ

ＰＩについて

目標値を下回った事業におい

ては、その原因等を分析・検証

し、必要に応じて事業の見直し

を行ったうえで、適切に予算編

成にも反映させていきます。

ⅱ 具体的かつ合理的な指標の

選定について

ＫＰＩの設定にあたっては、

設定時の現状等を踏まえ、具体

的で分かりやすく、かつ合理的

な目標値となるよう適切に決定

していきます。

ⅲ 実現困難な目標について

ＫＰＩの設定にあたっては、

設定時の現状等を踏まえ、具体

的で分かりやすく、かつ合理的

な目標値となるよう適切に決定

していきます。
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

Ａ（Ａｃｔｉｏｎ）の検討につ

ながらない可能性がある。

このため、目標値を設定する

際には現実的に達成できる指標

を選定することが望まれる。

２ 県立高等学校再編振興計画（再編振

興計画）

２） 監査の結果及び意見

① 南海トラフ地震への対応について

（意見）

政府の地震調査研究推進本部が公

表している南海トラフ地震における

マグニチュード８から９の巨大地震

の発生確率は、「今後 年以内に

％から ％」とされており、その

対応は喫緊の課題と考えられること

から、早期に専門家の現地検証を実

施したうえで協議する会を開催し、

学校関係者、地元自治体、地域の

方々の協力を得ながら、具体的な対

応を決め、実行していくことが望ま

れる。

② 適正な学校規模の維持について

（意見）

令和６年度以降の次期計画におい

ては、各県立学校の入学者数推移を

前提としたうえで、将来的に最低規

模の生徒数が確保できるかを改めて

検討し、高等学校としての教育の質

を維持するという観点をより重視す

ることが望ましいと考える。

① 南海トラフ地震への対応について

高知海洋高等学校及び宿毛高等学

校における南海トラフ地震による津

波への対応について、令和２年６月

～８月の間に、両校、関係市及び関

係する県南海トラフ地震対策地域本

部への訪問確認を行い、両校の避難

場所、避難路については、市や南海

トラフ地震対策地域本部によりハー

ド面の安全性を確認済であること、

両高等学校では定期的に避難訓練を

実施していること等を確認しまし

た。

両校を含む関係者による南海トラ

フ地震への対応充実検討会議を、高

知海洋高等学校では 月下旬、宿毛

高等学校では令和３年１月上旬に開

催し、避難路、避難場所の現況等に

ついて共通認識を深め、必要な安全

性が確保されていることを確認しま

した。更なる安全性の向上などを目

指して、次回検討会議の開催につい

て調整中です。

② 適正な学校規模の維持について

県立高等学校振興計画「後期実施

計画」は、計 回の教育委員協議会

等を経て平成 年 月に教育委員会

での議決により決定となった計画で

あり、平成 年度から令和５年度ま

での５年間の計画です。現在、同計

画に基づき、教育委員会事務局で

は、教育の質の維持や最低規模の生

徒数の確保の観点も踏まえて、各学

校の魅力化などに取り組んでいま

す。

ご意見をいただいた次期計画に関

して、現時点で決定していることは

ありませんが、所要の時期に策定の

要否を含む必要な事項を教育委員会

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

３ 高知県立学校施設長寿命化計画（長

寿命化計画）

２） 監査の結果及び意見

① 長寿命化改修の早期実施について

（意見）

遅れが生じている長寿命化改修を

当初の計画に近づけて実施するため

には、令和２年度において長寿命化

改修に着手することが必要である。

それにより、授業で教室を使用しな

がら長寿命化改修を実施するための

問題点を具体的に洗い出すことがで

き、計画の遅れを取り戻すことにつ

ながると考える。

２． 働き方改革

２ 監査の結果及び意見

１） 教員の勤務状況の把握について

① 在校時間管理システムの入力状況

のモニタリングについて（結果）

平成 年 月における在校時間管

理システムへの入力に関して入力す

べき項目について入力のなかった延

べ回数は以下のとおりであり、教員

のシステムへの入力について不十分

な対応状況が見受けられた。

（単位：回）

学校名
出勤時刻

なし
退勤時刻

なし

主な業務
内容選択
なし 注

高知農業高等学
校

岡豊高等学校

高知南高等学校
・中学校
高知海洋高等学
校
須崎総合高等学
校
日高特別支援学
校

合計

に諮ることになると考えています。

① 長寿命化改修の早期実施について

令和２年度は３棟（安芸桜ケ丘高

校）の長寿命化改修工事に着手しま

す。今後は、長寿命化計画により令

和元年から令和 年までの 年間で

改修対象とした 棟について、優

先順位付けを行うとともに、改修対

象学校ごとに基本設計を実施しま

す。

基本設計においては、校舎の利用

状況等を踏まえたものとし、工事の

影響が最小となるよう学校運営への

支障を考慮した学校全体の改修計画

を作成します。

工事実施に当たっては、基本設計

を踏まえて、改修優先順位の高い棟

ごとに「耐力度調査」→「実施設

計」→「工事」の順に事業を進めて

いきます。

① 在校時間管理システムの入力状況

のモニタリングについて

在校時間管理システムへの入力に

関しては、令和元年 月と令和２年

４月に、教職員のシステムへの入力

状況及び勤務実態の把握や未入力の

場合の指導の徹底について県立学校

長あてに通知し、周知を図るととも

に、校長会等においても学校長に対

して管理及び指導等についての徹底

を図りました。

また、各学校の管理職員が入力状

況について確認を行うほか、県教育

委員会においても「長時間勤務者の

状況及び面接指導実施報告書」の提

出にあわせ確認を行っており、未入

力が見られた場合には、学校を通じ

て指導を行うなど、入力の徹底を図

っています。（なお、令和３年１月

現在、全ての県立学校で適切に入力

ができている状況です。）
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

注 終業時刻後の在校時間が 分以上ある場

合で、主な業務内容選択のない回数

在校時間管理システムの導入には

多額の資金と労力がかけられてい

る。入力の必要性について全教職員

に周知させるとともに、各学校の管

理職員及び県教育委員会が教職員の

入力状況をモニタリングすること

で、全教職員が勤務状況を正確に入

力するよう改善を行う必要がある。

② 教員の業務内容を正確に把握する

ための施策について（意見）

教員の業務内容を全て把握するた

めに、終業時刻後時間のみならず正

規の勤務時間内も含めた業務内容を

正しく把握する方法を検討すること

が望まれる。そのためには、システ

ムの改修を含めて検討することも必

要と考えるが、まずは管理職員が当

然に各職員の勤務時間内の業務内容

を把握すべきものであることから、

管理職員が教員の日々の業務量や業

務内容を直接確認したうえで集計す

るといった工夫が必要である。

２） 働き方に関する教職員の意識改革

等について（結果）

部活動業務が多い教員については部

活動も含めた時間外勤務時間の削減を

行う必要があることを明確に認識して

頂くとともに、指導員に任せる等意識

を変えて頂くことが必要である。その

うえで、他の教職員の協力や指導員の

増員により部活動の時間の削減を行う

等、複数の対応を実施することが必要

と考える。

３） 時間外勤務時間削減のための真剣

な検討について（結果）

② 教員の業務内容を正確に把握する

ための施策について

各学校において勤務状況の把握・

分析をより詳細に行うため、令和元

年 月、各学校から提出される「長

時間勤務者の状況及び面接指導実施

報告書」の様式を見直して、個人ご

とに超過勤務となった具体的な理由

及び改善策等を記載することとした

うえで、令和２年４月からは、これ

まで４月ごとの年３回としていた提

出回数を２月ごとの年６回としまし

た。

２） 働き方に関する教職員の意識改革

等について

教職員の業務そのものの見直しをす

る中で、運動部活動に関しては、令和

２年度から各学校で部活動ごとに年間

活動計画を作成し、適切な練習時間及

び休養日の設定等を行っています。県

教育委員会においても、学校からの中

間及び年度末報告により、各学校の全

ての運動部活動が適正に運営されてい

るか把握を行い、必要に応じて指導を

行っていくこととしています。

また、毎月の活動計画については、

計画段階及び実績ともに各学校で管理

職員が、県立学校に係る運動部活動の

方針に沿った内容となっているか確認

・指導を行っています。

運動部活動指導員を配置した学校で

は、指導員が単独での指導や引率を行

う割合を高めていくことにより、顧問

教員の負担軽減に努めており、今後も

引き続き、指導員の増員も含め取組を

進めていきます。

３） 時間外勤務時間削減のための真剣

な検討について

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

「長時間勤務者の状況及び面接実施

報告」において、時間外勤務の要因の

確認と改善策の検討がされているが、

その記載内容について、具体的な記載

はほとんどなく、真剣な検討が行われ

ているとは見受けられない。

重要目標として掲げている項目であ

ることから、その達成は必須であると

考える。そのためにも、時間外勤務を

削減するために必要な対策は何か、各

教職員が真剣な検討をしていくことが

必要である。

３． 業務の効率化

２ 監査の結果及び意見

１） 教職員の業務そのものの見直し

（意見）

教職員の業務の効率化を図るにあた

って、まず、教員の業務内容の把握を

行うことにより、教員が本来担うべき

業務と、それ以外の業務を正確に把握

する必要がある。多岐に渡る業務内容

を学校別教員別に正確かつ網羅的に把

握したうえで、整理することが必要で

ある。その際、同じ業務であってもど

のような方法によっているかを把握

し、そのうえで、不必要な業務はない

か検討する必要がある。

次に、複数の教職員がバラバラに行

っている業務をまとめることで業務の

効率化を図ることはできないか検討す

る必要がある。当該検討にあたっては

他校の取組状況も確認しながら、知恵

を出し合うことが望まれる。

さらに、教職員ごとに業務内容を比

較し、目的が同じでもそのやり方が異

なる結果、非効率な方法になっていな

いか、もしくは不必要な作業が含まれ

ていないか検証し、改善の余地のある

教職員に対しては、他の教職員の効率

的な方法を伝え改善していくことが望

まれる。

２） 業務そのものを他者へ任せること

について（意見）

私費会計の管理については、ほとん

どの学校において、現金預金の管理と

記帳の両方を担任（もしくは副担任）

の教員が行っているが、教員が行う必

要性は低いものと考える。私費会計の

業務について、専門の職員を雇用する

令和元年 月に、教員ごとに「超過

勤務になる前に行った指導」「超過勤

務になった具体的な理由及び内容」

「超過勤務とならないための具体的な

改善策」を記載するよう見直した、各

学校から提出される「長時間勤務者の

状況及び面接指導実施報告書」によ

り、時間外勤務を削減するために個々

の要因を把握・分析し、改善を図るよ

うにしています。

１） 教職員の業務そのものの見直し

令和２年度から、全ての教職員の目

標設定シートに「業務改善目標」を加

えることにより、教職員一人一人が業

務の効率化・削減に向けた目標を立て

て取り組んでいくことにしています。

また、統合型校務支援システムを活

用して、指導要録及び学習評価等の電

子化や教材等の情報共有、掲示板・回

覧機能による会議方法の見直しなど、

校務に係る業務の効率化・削減の取組

を更に進めていきます。

そのほか、業務の効率化や削減を進

めるにあたって参考となる他県や先進

校等での好事例を、ホームページや県

教育委員会が発行する「教職員の働き

方改革通信」に掲載し、県立学校及び

市町村教育委員会や所管の小中学校、

義務教育学校に対して引き続き周知し

ていきます。

２） 業務そのものを他者へ任せること

について

私費会計については、教員の業務軽

減のため、事務職員と連携していくこ

とが必要です。そのため、事務職員の

業務内容の見直しや、専門の会計年度

任用職員雇用のための予算確保に努

め、業務軽減を図ります。また、未収
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

か外部に管理を委託することが考えら

れる。

一定期間未収が継続する債権につい

ては、教職員の業務時間を確保し精神

的負担を軽減することで、教職員が本

来の業務に集中することができるよ

う、一定期間経過した未収債権につい

ては専任者が担当する等、教職員の負

担軽減を図ることが考えられる。

部活動や校外での演習（高知農業高

等学校等）について時間外の業務が発

生していることから、外部の専任講師

等による対応を促進し、任せることが

望まれる。また、校外での演習につい

ても、担当教員の増加を図る等を検討

することが望まれる。

３） 部活動の大会等での県内外出張に

ついて（意見）

超過勤務が恒常的になっている教職

員の勤務実態を勘案すると、負担の大

きい業務で外部に委託できるものがあ

れば委託することも含めて、大会引率

に関する業務手順等の見直しを検討し

ていくことが必要であると考える。

４） 預金口座の繰り越しについて（意

見）

教職員の負担を軽減するため、毎

年、各ホームの預金口座の解約、開設

を繰り返す従来の方法ではなく、預金

口座を解約せず次年度以降も引き続き

利用できるよう検討することが望まれ

る。

また、銀行届出印は個人の印鑑とす

るのではなく専用の印鑑を設けたうえ

で、口座名義のみを変更する方法が考

えられる。

４． 県立学校事務

１ 全般

２） 監査の結果及び意見

① 不要な資産の活用・処分について

（結果）

各学校を往査して資産の管理状況

を確認した結果、複数の学校におい

て、不要な資産が活用も処分もされ

ないまま、埃
ほこり

を被った状態で放置さ

れていた。不要な資産については、

他の学校や施設で利用できないか調

債権についても事務職員と連携し、業

務軽減を図ります。

顧問教員の部活動にかかる時間外勤

務時間については、運動部活動指導員

に指導や引率を任せることによって削

減を図っているところであり、今後も

引き続き、指導員を増員するなどの取

組も進めていきます。

また、校外での演習については、教

員を加配して業務の軽減を図っていま

す。

３） 部活動の大会等での県内外出張に

ついて

引率業務にかかる手順や手続きのポ

イントをまとめた統一的なチェックリ

スト等を作成し、顧問教員に周知して

業務の効率化を図ります。

この取組によってもなお、負担軽減

が見込めない場合には、当該業務の外

部委託についてメリット・デメリット

を踏まえた検討を行うこととします。

４） 預金口座の繰り越しについて

各科、学年、ホーム別等で預金口座

を開設し、名義人のみの変更で対応す

るよう事務手続きについて簡素化を図

っていきます。

① 不要な資産の活用・処分について

定期的に不用な物品を調査し、他

校を含め県の各機関が閲覧できる

「不用品情報活用掲示板」を積極的

に活用したうえで、利用が見込めな

い物品は廃棄処分を行うよう、令和

２年 月に各県立学校に周知しまし

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

査・検討したうえで、利用が見込め

ない資産については、早急に処分す

ることが必要である。

② 公費及び学校徴収金の支出の区分

について（結果）

「学校徴収金等会計事務取扱要

綱」（以下、「要綱」という。）に

おいて、公費及び学校徴収金につい

てその範囲が明確となっていないこ

とから、会計担当者の判断によるこ

とになるため、対応が異なっている

ものと考えられる。

今後、要綱において、これらの範

囲について明確に区分し、会計担当

者の判断が誤らないように検討する

必要がある。

③ 産業医との面談について（意見）

一定以上の時間外勤務がある教職

員において、産業医との面談は任意

（希望する場合）となっている。一

定以上の時間外勤務が発生している

教職員については、本人が気づいて

いない肉体的・精神的な疲労がある

ことも考えられることから、これら

の教職員については、本人からの申

し出がなくとも産業医との面談の対

象とすることが望まれる。

２ 高知農業高等学校

２） 監査の結果及び意見

① 物品管理について

ウ） 帳簿外の備品について（結

果）

現地で現物を５件指定しチェッ

クをした結果、製麹機は重要物品

台帳又は物品出納・管理簿に記載

がなかった。また、保守点検は行

われておらず、すぐに使用できる

状態ではなかった。

帳簿と現物を照合するにあたっ

ては、帳簿に記載されている物品

が実在しているかのみならず、現

物が網羅的に帳簿に記載されてい

るかの観点をもって実施する必要

がある。また、帳簿に記載されて

いない物品が確認された場合、今

後の使用見込みを検討し、今後使

用する見込みがあれば台帳に記載

したうえで管理する必要がある。

なお、今後使用する見込みがない

た。

② 公費及び学校徴収金の支出の区分

について

実務を担当している事務長の意見

を聞きながら、学校徴収金等会計事

務取扱要綱の見直しを図るととも

に、年度や会計担当者によって公費

及び学校徴収金の範囲の判断が異な

ることがないよう「学校徴収金等会

計事務の運用について」冊子の改正

を行い、令和２年度末までに周知し

ます。

③ 産業医との面談について

令和２年４月１日から、１ヶ月の

時間外在校等時間若しくは時間外・

休日勤務時間が 時間以上となっ

た場合、又は 時間を超える月が２

月連続した場合は、本人の申し出の

有無を問わず、産業医（学校管理

医）等による面接指導を行うことと

しました。

ウ 帳簿外の備品について

帳簿（物品出納・管理簿等）と

現物との照合について、高知県財

産規則第 条及び第 条の規定

に基づき、照合を確実に行うよ

う、令和２年 月に各県立学校に

周知しました。

また、定期的に不用な物品を調

査し、他校を含め県の各機関が閲

覧できる「不用品情報活用掲示

板」を積極的に活用したうえで、

利用が見込めない物品は廃棄処分

を行うよう、令和２年 月に各県

立学校に周知しました。

なお、高知農業高等学校の製麹

機については、廃棄処分を完了し

ています。
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

のであれば、売却、廃棄等の処分

の手続きを行う必要がある。

エ） 備品の管理と処分について

（結果）

会計規則、財産規則には、重要

物品及び普通物品に係る帳簿と現

物の照合や管理についての定めが

あるが、その実施にあたっては、

現物の実在性（重要物品台帳に記

載の現物が存在するか）や網羅性

（現物が漏れなく重要物品台帳や

物品出納・管理簿に記載されてい

るか）の確認のみならず、状態

（故障等の有無）、利用状況（遊

休状態ではないか）をチェック

し、必要に応じ修理、所属替え、

分属替え、貸付、不用決定・不用

廃棄決定、売払い、譲与・減額譲

渡の判断を行う必要があると考え

る。また、明らかに修理して利用

しないものや将来的にも利用しな

いと考えられるものについては、

売却、廃棄等の処分の手続きを行

う必要がある。

オ） 普通物品に係る帳簿と現物の

照合について（結果）

高知農業高等学校においては、

物品出納・管理簿と現物との照合

について、適時実施していること

を確認できなかった。

重要物品については、会計規則

第 条及び財産規則第 条に基

づき、物品と帳簿の対照検査が行

われ、毎会計年度末の現在高が会

計管理局長に報告されているとこ

ろであるが、普通物品についても

高等学校内で適切に計画をたて、

物品出納・管理簿と現物の照合を

行う必要がある。

カ） 設置場所の入力漏れについて

（結果）

物品出納・管理簿（令和元年８

月 日現在）に記載の携帯端末

（タブレット型ＰＣ）（備品管理

番号：Ｈ ）について、

設置場所が空欄となっていた。

現物を確認できたことから実在

性に問題はなかったものの、適切

な管理のため、設置場所を物品出

エ） 備品の管理と処分について

帳簿（物品出納・管理簿等）と

現物との照合について、高知県財

産規則第 条及び第 条の規定

に基づき、照合を確実に行うよ

う、令和２年 月に各県立学校に

周知しました。

また、定期的に不用な物品を調

査し、他校を含め県の各機関が閲

覧できる「不用品情報活用掲示

板」を積極的に活用したうえで、

利用が見込めない物品は廃棄処分

を行うよう、令和２年 月に各県

立学校に周知しました。

オ） 普通物品に係る帳簿と現物の

照合について

帳簿（物品出納・管理簿等）と

現物との照合について、高知県財

産規則第 条及び第 条の規定

に基づき、照合は計画的に物品の

利用者等が行うなど、物品の実

在、状態を速やかに確認できる方

法により確実に行うよう、令和２

年 月に各県立学校に周知しまし

た。

カ） 設置場所の入力漏れについて

物品の取得又は移動の際、実在

性に問題が生じないよう、その都

度設置場所を物品管理システムへ

入力するよう令和２年 月に各県

立学校に周知しました。

なお、高知農業高等学校の携帯

端末（タブレット型ＰＣ）の設置

場所については、物品出納・管理

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

納・管理簿に入力したうえで管理

する必要がある。

② 私費会計について

イ） 監査を受けた決算書について

（意見）

団体費会計は決算書が複数存在

することもあり、監査報告書が決

算書とは別葉で作成されている

が、双方に係る割印がないため、

監査済決算書の差替えが可能な状

態となっている。

監査済みの決算書であることを

明確にするために、決算書自体に

監査員が署名、押印をするか、決

算書と監査報告書に割印をする又

は袋綴
と

じをすることが望まれる。

③ 労務管理について

ア） 在校時間管理システムの入力

について（結果）

平成 年 月の全教員の在校時

間管理システムの入力状況を確認

したところ、出退勤の時間が入力

されていない、主な業務が適切に

選択されていないなど、不十分な

対応状況が見受けられた。

今後、教職員への入力の徹底を

指導するとともに、入力が不適切

な教職員に対しては管理職員が適

宜適切に指導する必要がある。

３ 岡豊高等学校

２） 監査の結果及び意見

① 物品管理について

ウ） 資産の有効な活用について

（結果）

教育センター分館の取り壊し

（平成 年３月）に伴って、スピ

ーカーを移設受領したが、設置場

所が決まっていないことから、事

務室の机の下に保管されていた。

資産の有効な活用の観点より、で

きるだけ早く設置場所を確定する

ことが必要である。

簿への記載を完了しています。

イ） 監査を受けた決算書について

監査済みの決算書を明確にする

ため、決算書自体への監査員の署

名、押印又は、決算書と監査報告

書に割印の押印若しくは袋とじを

することで対応していきます。

ア） 在校時間管理システムの入力

について

令和元年 月と令和２年４月

に、システムへの入力状況及び勤

務実態の把握や未入力の場合の指

導の徹底について各学校あてに通

知し、周知を図るとともに、校長

会等においても学校長に対して管

理及び指導等について徹底を図り

ました。

また、各学校において管理職員

が入力の確認及び指導を行うほ

か、県教育委員会でも「長時間勤

務者の状況及び面接指導実施報告

書」の提出にあわせ確認を行うと

ともに、未入力が見られた場合に

は、学校を通じて指導を行ってい

ます。

ウ） 資産の有効な活用について

譲与された物品等で設置場所を

検討する必要がある場合は、でき

るだけ早く設置場所を確定したう

えで有効活用するよう、令和２年

月に各県立学校に周知しまし

た。

なお、岡豊高等学校において移

設受領したスピーカーは、同校の

第二音楽室への設置が完了してい
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

② 情報機器の管理について

ア） 外部記憶媒体の使用について

（意見）

「個人情報等を含む公文書及び

電子データの適正な管理について

（通知）」（ 高高学第 号、

平成 年 月 日付、高等学校課

長及び特別支援教育課長）、「県

立学校における外部記録媒体への

ハードウェア自動暗号化機能の設

定及びボリュームライセンスプロ

ダクトキーについて（通知）」

（ 高教政第 号、平成 年２

月３日付、教育政策課長）、「Ｕ

ＳＢメモリ関係Ｑ＆Ａの送付につ

いて」（事務連絡、平成 年３月

３日付、高等学校課長及び特別支

援教育課長）によれば、真にやむ

を得ずＵＳＢメモリを使用する場

合は、個人情報等の記録の有無に

かかわらず、すべてにおいて、ハ

ードウェア自動暗号化機能が付い

た製品又は同等の安全性を有する

ものを使用することとされている

が、外付ＨＤＤの使用についても

規定することが望まれる。

③ 私費会計について

イ） 会計書類の整理と保管につい

て（意見）

年度末に監査員が監査（要綱第

条１項）を行うにあたり必要と

考えられる書類、監査後に校長名

で決算書を保護者等に報告した書

類（要綱 条２項）が保管されて

いないケースが見受けられた。

監査を受けるにあたり必要な書

類として、一覧をチェックリスト

形式で作成し、それを消し込む形

で整備を行うことが望まれる。

ウ） 監査を受けた決算書について

（意見）

団体費会計は、監査報告書が決

算書とは別葉で作成されている

が、双方に係る割印がないため、

監査済決算書の差替えも可能な状

態となっている。

監査済みの決算書であることを

明確にするためには、決算書自体

ます。

ア） 外部記憶媒体の使用について

外部記憶媒体のＵＳＢメモリに

ついては、ウイルスのチェックを

行う等により情報セキュリティの

確保上支障がないと校長が認めた

もののみ利用可能としており、外

付ＨＤＤについても、同様の要件

を定め各校に対して、改めて外部

記憶媒体の適正な使用について徹

底していきます。

イ） 会計書類の整理と保管につい

て

監査書類として、必要なものに

ついては、チェックリストを作成

し、整理、保管について徹底して

いきます。

ウ） 監査を受けた決算書について

監査済みの決算書については、

決算書自体への監査員の署名、押

印又は、決算書と監査報告書に割

印の押印若しくは袋とじをするこ

とで対応していきます。

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

に監査員が署名、押印をするか、

決算書と監査報告書に割印を押印

する又は袋綴
と

じをすることが望ま

れる。

エ） 預貯金通帳と印鑑の保管につ

いて（意見）

学校徴収金会計のホーム費会計

では、各ホームの担当教員名義か

つ私印により預貯金口座を開設し

ており、通帳及び印鑑を同一の教

職員が保管しているケースがある

とのことである。

同一の教職員が通帳及び印鑑を

保管していると複数人によるチェ

ックが実行されないおそれがあ

る。

不正やミスを未然に防ぐため、

通帳及び印鑑は別の教職員が管理

するのが望ましい。

④ 労務管理について

ア） 在校時間管理システムの入力

について（結果）

平成 年 月の全教員の在校時

間管理システムの入力状況を確認

したところ、出退勤の時間が入力

されていない、主な業務が適切に

選択されていないなど、不十分な

対応状況が見受けられた。

今後、教職員への入力の徹底を

指導するとともに、入力が不適切

な教職員に対しては管理職員が適

宜適切に指導する必要がある。

４ 高知南高等学校・中学校

２） 監査の結果及び意見

① 物品管理について

ウ） 物品の処分手続漏れについて

（結果）

物品調書に記載されている普通

物品のうち、 件を現物照合の対

象として抽出したところ、１件は

すでに廃棄済みであったが、物品

調書に処分した事実を反映できて

いなかった。

エ） 預貯金通帳と印鑑の保管につ

いて

学校徴収金等の事務作業は、教

員の業務軽減のため事務職員と連

携していくことが必要だと考えま

す。そのため、事務職員の業務内

容の見直しや、通帳や印鑑の管理

を行うために会計年度任用職員を

雇用する予算確保に努め、業務軽

減を図ります。

通帳及び印鑑については、教員

と事務職員とで分けて保管するな

ど不正やミスが起きないよう対応

します。

ア） 在校時間管理システムの入力

について

令和元年 月と令和２年４月

に、システムへの入力状況及び勤

務実態の把握や未入力の場合の指

導の徹底について各学校あてに通

知し、周知を図るとともに、校長

会等においても学校長に対して管

理及び指導等について徹底を図り

ました。

また、各学校において管理職員

が入力の確認及び指導を行うほ

か、県教育委員会でも「長時間勤

務者の状況及び面接指導実施報告

書」の提出にあわせ確認を行うと

ともに、未入力が見られた場合に

は、学校を通じて指導を行ってい

ます。

ウ） 物品の処分手続漏れについて

物品を廃棄等した際、物品出納

・管理簿等に処分した事実を確実

に反映させるため、物品廃棄決定

書等の余白に物品管理システムで

払出の処理をした日付け等を記載

するよう、令和２年 月に各県立
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

今後、同様の事例が生じないよ

うに、普通物品についても定期的

な現物照合が行えるような計画を

策定し、実行する必要がある。特

に、高知南高等学校は令和５年度

に高知西高等学校と統合する計画

となっていることから、それまで

に物品調書と現物との一致の確認

を計画的に進めることが重要であ

る。

エ） 不要物品の活用・処分の検討

について（結果）

現物照合の際に、使用可能であ

るが今後の使用頻度が極めて低い

と思われる物品が見受けられた。

使用可能な状態にある不要物品

は、校内及び高知県庁内の他の所

管課等において転用できないかの

調査を行い、他の有効活用の方法

を模索することが必要である。そ

のうえで、他に転用見込みのない

不要物品については、売却、廃棄

等の処分の手続きを行う必要があ

る。

オ） 物品調書の記載漏れについて

（結果）

物品調書を閲覧したところ、ノ

ート型パソコン 台について設置

場所に何も記載されていなかっ

た。

今後、物品の適切な管理のため

には設置場所を記載する必要があ

る。

カ） 一式取得の物品の管理につい

て（意見）

複数の機器等が一式となってい

る物品を購入した際には、物理的

に分離できるものすべてに枝番を

付した備品シールを添付し、その

旨を物品調書の備考欄に記載する

等の方法により、購入した物品の

一式を客観的に把握できるように

学校に周知しました。

また、帳簿（物品出納・管理簿

等）と現物との照合について、高

知県財産規則第 条及び第 条

の規定に基づき、照合は計画的に

物品の利用者等が行うなど、物品

の実在、状態を速やかに確認でき

る方法により確実に行うよう、令

和２年 月に各県立学校に周知し

ました。

なお、高知南高等学校・中学校

の物品調書に処分した事実を反映

できていなかった廃棄済み普通物

品１件については、物品調書への

反映を完了しています。

エ） 不要物品の活用・処分の検討

について

定期的に不用な物品を調査し、

他校を含め県の各機関が閲覧でき

る「不用品情報活用掲示板」を積

極的に活用したうえで、利用が見

込めない物品は廃棄処分を行うよ

う、令和２年 月に各県立学校に

周知しました。

オ） 物品調書の記載漏れについて

物品の取得又は移動の際、実在

性に問題が生じないよう、その都

度設置場所を物品管理システムへ

入力するよう、令和２年 月に各

県立学校に周知しました。

なお、高知南高等学校・中学校

のノート型パソコン 台の設置場

所については、物品出納・管理簿

への記載を完了しています。

カ） 一式取得の物品の管理につい

て

複数の機器等が一式となってい

る物品を取得した際は、物理的に

分離できるものは枝番を付したう

えで備品の表示を行い、その旨を

物品出納・管理簿等の備考欄に反

映させる方法により管理するよ

う、令和２年 月に各県立学校に

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

工夫することが望まれる。

② 情報機器の管理について

ア） ＵＳＢメモリの貸与について

（意見）

ＵＳＢメモリの貸与に関して、

貸し出し時点で使用期間が明確に

なっておらず、ほぼ年間を通じて

貸し出しているものも見受けられ

た。ＵＳＢメモリの貸与にあたっ

ては、貸し出し理由の明確化と当

該理由に応じた貸出期間を予め申

請して貸し出しを行うことが必要

と考える。

また、ＵＳＢメモリ等の取扱い

について等において、ウイルス感

染防止の目的を明確にし、ＵＳＢ

メモリを貸与されているＰＣ以外

に接続しない等、使用上の管理方

法を明確にすることが望まれる。

③ 私費会計について

イ） 予算の策定について（意見）

学校徴収金について、要綱第６

条第１項に必要最小限の金額を徴

収すべき旨が記載されているにも

かかわらず、徴収額に対して返還

額の金額が多い事例が散見され

た。

学校徴収金は生徒及び保護者か

ら教材費等の学校教育活動を行う

上で必要な実費であり、これを学

校が管理及び執行することになる

ことから、要綱第６条第１項に記

載のとおり、必要な金額となるよ

うに十分に検討を行った予算に基

づき徴収することが望まれる。

ウ） 学校徴収金の繰越について

（意見）

学校徴収金のうち、生徒会の名

目で徴収した会計の未使用残高に

ついて、翌年度に繰り越している

事例が見受けられた。

要綱には次年度繰越金の取扱い

については規定がされていないこ

とから、今後は、生徒会費等の一

定の学校徴収金については、クラ

ブ活動の特別な支出に備えるため

積立てを行うことができる旨、及

び支出が収入を上回る場合には繰

越金を補填することができる旨、

周知しました。

ア） ＵＳＢメモリの貸与について

ＵＳＢメモリの使用及び管理に

ついては、改めて学校に周知を行

い、貸し出し理由の明確化や貸出

期間をあらかじめ申請することな

ど、適正な使用方法について徹底

していきます。

今後、タブレットの活用などデ

ジタル化が飛躍的に進むことも想

定されるため、状況に合わせてＵ

ＳＢメモリの使用方法等について

も見直しを図っていきます。

イ） 予算の策定について

年度当初の徴収金額が高額であ

ることは、保護者に対する負担が

大きく、また、管理する教員にと

っても負担となるため、できる限

り必要な金額との差が生じないよ

う、十分に検討を行い、徴収金額

を設定します。

ウ） 学校徴収金の繰越について

学校徴収金の取扱いについて

は、実務を担当している事務長の

意見を聞きながら、適切な取扱い

となるよう学校徴収金等会計事務

取扱要綱の見直しを図るととも

に、「学校徴収金等会計事務の運

用について」冊子の改正を行い、

校長が必要と認め、保護者の承認

を得た場合には、年度末の残金を

翌年度に繰り越すこと、支出が収

入を上回る場合は繰越金で補塡す

ることなどについて明記し、令和
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

等を規定することが望まれる。な

お、積立てを行う場合には、どの

ような目的かを明確にしておく必

要があると考える。

エ） 会計別の通帳管理について

（意見）

ＰＴＡ団体から会計事務の委任

を受けている団体費会計のＰＴＡ

会計について、学校は①基金、②

運営費、③教育振興費、④生徒活

動費、⑤充実費の５つに区分した

うえで会計を整理しており、それ

ぞれについて、決算書や出納簿等

の会計書類を作成しているもの

の、①基金と⑤充実費に関する預

金口座は、同一の口座を利用して

いた。

今後、各会計の出納業務が多く

生じるようであれば、会計別に口

座を開設することによって、出納

管理の正確性を担保することが望

まれる。

オ） 団体費会計の効率的運営につ

いて（意見）

団体費会計のうち、ＰＴＡ進取

会については、収支の変動がほと

んどない状況である。

ＰＴＡ進取会会計を他の団体費

会計と区別している結果、支出を

伴う活動がなかった場合において

も決算報告のためだけに費用が生

じ、また当該会計について学校が

管理することによる事務コストも

生じる結果となり、非効率な運営

となっている。

当該会計を他の団体費会計と統

合することをＰＴＡ進取会に依頼

する等により、できる限り効率的

な運営を図ることが望まれる。

④ 労務管理について

ア） 在校時間管理システムの入力

について（結果）

平成 年 月の全教員の在校時

間管理システムの入力状況を確認

したところ、出退勤の時間が入力

されていない、主な業務が適切に

選択されていないなど、不十分な

対応状況が見受けられた。

今後、教職員への入力の徹底を

２年度末までに周知します。

エ） 会計別の通帳管理について

項目別で整理している会計につ

いて、各会計の出納業務が多く生

じる場合は、項目別の預金口座を

作成することを学校徴収金等会計

事務取扱要綱に明記し、項目を整

理することで正確な出納管理に努

めます。

オ） 団体費会計の効率的運営につ

いて

収支の変動がないものについて

は、他の団体費会計との統合を行

うこと等をＰＴＡと協議し、可能

な限り効率的な運営を図ります。

ア） 在校時間管理システムの入力

について

令和元年 月と令和２年４月

に、システムへの入力状況及び勤

務実態の把握や未入力の場合の指

導の徹底について各学校あてに通

知し、周知を図るとともに、校長

会等においても学校長に対して管

理及び指導等について徹底を図り

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

指導するとともに、入力が不適切

な教職員に対しては管理職員が適

宜適切に指導する必要がある。

５ 高知海洋高等学校

２） 監査の結果及び意見

① 物品管理について

ウ） 物品管理システムの備品払出

入力漏れについて（結果）

普通物品２件について、既に物

品不用・廃棄決定（令和元年６月

日、校長決裁）及び産業廃棄物

処理事業者への引渡し（令和元年

７月３日）がなされており、現物

は実在していないことが判明し

た。

現物を廃棄した際には、物品管

理システムの備品払出の入力が漏

れなく実施されるよう事務手順を

明確にする必要がある。

エ） 備品の表示（シール貼付）漏

れについて（結果）

物品出納・管理簿から抽出した

普通物品のうち、２件について、

学校名や備品管理番号等の表示が

なかった。

備品の表示は、重要物品台帳又

は物品出納・管理簿の記録と現物

が同一物であることを認定するた

めに重要であるため、備品を取得

した際は、必要な事項を表示した

シール等を漏れなく貼付する必要

がある。

オ） 備品の管理と処分について

（結果）

会計規則、財産規則には、重要

物品及び普通物品に係る帳簿と現

物の照合や管理についての定めが

あるが、その実施にあたっては、

現物の実在性（重要物品台帳に記

載の現物が存在するか）や網羅性

（現物が漏れなく重要物品台帳や

ました。

また、各学校において管理職員

が入力の確認及び指導を行うほ

か、県教育委員会でも「長時間勤

務者の状況及び面接指導実施報告

書」の提出にあわせ確認を行うと

ともに、未入力が見られた場合に

は、学校を通じて指導を行ってい

ます。

ウ） 物品管理システムの備品払出

入力漏れについて

物品を廃棄等した際、物品出納

・管理簿等に処分した事実を確実

に反映させるため、物品廃棄決定

書等の余白に物品管理システムで

払出の処理をした日付け等を記載

するよう、令和２年 月に各県立

学校に周知しました。

なお、高知海洋高等学校の既に

物品不用・廃棄決定及び産業廃棄

物処理事業者への引渡しがなされ

ていた普通物品２件については、

物品管理システムでの払出処理を

完了しています。

エ） 備品の表示（シール貼付）漏

れについて

備品を取得した際は、高知県財

産規則第 条の規定に基づき、備

品の表示を確実に行うよう、令和

２年 月に各県立学校に周知しま

した。

なお、高知海洋高等学校の学校

名や備品管理番号等の表示がなか

った普通物品２件については、備

品の表示を完了しています。

オ） 備品の管理と処分について

帳簿（物品出納・管理簿等）と

現物との照合について、高知県財

産規則第 条及び第 条の規定

に基づき、照合は計画的に物品の

利用者等が行うなど、物品の実

在、状態を速やかに確認できる方

法により確実に行うよう、令和２
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

物品出納・管理簿に記載されてい

るか）の確認のみならず、状態

（故障等の有無）、利用状況（遊

休状態ではないか）をチェック

し、必要に応じ修理、所属替え、

分属替え、貸付、不用決定・不用

廃棄決定、売払い、譲与・減額譲

渡の判断を行う必要があると考え

る。また、明らかに修理して利用

しないものや将来的にも利用しな

いと考えられるものについては、

処分の手続きを行う必要がある。

カ） 普通物品に係る帳簿と現物の

照合について（結果）

高知海洋高等学校の物品出納・

管理簿と現物との照合の実施状況

について質問したところ、少なく

とも過去３年間は照合を実施して

おらず、それ以前の照合記録も確

認ができないとのことであった。

重要物品については、会計規則

第 条及び財産規則第 条に基

づき、物品と帳簿の対照検査が行

われ、毎会計年度末の現在高が会

計管理局長に報告されているが、

普通物品についても高等学校内で

適切に計画をたて、帳簿と現物の

照合を行う必要がある。

キ） 設置場所の入力漏れについて

（結果）

物品出納・管理簿（令和元年８

月 日現在）に記載のデスク型パ

ソコン 台及び携帯端末（タブレ

ット型ＰＣ） 台について設置場

所及び備考欄に何も入力されてい

なかった。

現物を確認できたことから実在

性に問題はなかったものの、適切

な管理のため、設置場所を物品出

納・管理簿に入力したうえで管理

する必要がある。

ク） 毒物及び劇物の管理簿につい

て（結果）

実験・実習用等薬品管理簿を閲

覧したところ、約５年間、管理簿

には実験等での使用記録はなく、

定期的な在庫量確認記録もなかっ

た。また、管理簿には使用者の記

入欄がなかった。

年 月に各県立学校に周知しまし

た。

また、定期的に不用な物品を調

査し、他校を含め県の各機関が閲

覧できる「不用品情報活用掲示

板」を積極的に活用したうえで、

利用が見込めない物品は廃棄処分

を行うよう、令和２年 月に各県

立学校に周知しました。

カ） 普通物品に係る帳簿と現物の

照合について

帳簿（物品出納・管理簿等）と

現物との照合について、高知県財

産規則第 条及び第 条の規定

に基づき、照合は計画的に物品の

利用者等が行うなど、物品の実

在、状態を速やかに確認できる方

法により確実に行うよう、令和２

年 月に各県立学校に周知しまし

た。

キ） 設置場所の入力漏れについて

物品の取得又は移動の際、実在

性に問題が生じないよう、その都

度設置場所を物品管理システムへ

入力するよう、令和２年 月に各

県立学校に周知しました。

なお、高知海洋高等学校のデス

ク型パソコン 台及び携帯端末

（タブレット型ＰＣ） 台の設置

場所については、物品出納・管理

簿への記載を完了しています。

ク） 毒物及び劇物の管理簿につい

て

管理簿を毒物劇物ごとに使用日

や使用者、使用量及び残量などが

分かるものとし、定期的に在庫量

を確認するなど、医療用外毒物劇

物を適切に管理するよう、令和２

年９月８日付け文書にて各県立学

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

平成 年８月や平成 年８月に

在庫量の確認を実施したことが推

定されるエクセルシート（管理簿

とは別の資料）があったが、その

作成者の情報や管理簿との関係は

不明である。また、エクセルシー

トには、作成者や責任者の押印等

もなかった。

実際には定期的に在庫量の確認

は実施していたとのことである

が、その事実を管理簿へ記録する

必要がある。また、管理簿には使

用者欄を設けるべきである。

ケ） 複数の装置が１セットで機能

する備品の表示について（意見）

複数の装置が１セットとなって

いる備品を取得した際には、物理

的に分離できるものすべてに枝番

を付した備品シールを添付し、そ

の旨を物品調書の備考欄に記載す

る等の方法により、購入した備品

の一式を客観的に把握できるよう

に工夫することが望まれる。

② 私費会計について

イ） 通帳の解約について（結果）

学校徴収金のうち３－Ｅホーム

費会計について、令和元年度に新

たに通帳を作成しているにもかか

わらず、平成 年度の通帳が解約

されないまま保管されていた。

通帳に最終記帳されている平成

年２月 日時点において残高が

ゼロであることを確認できたた

め、経済的な問題はないものの、

早急に口座を解約することが必要

である。

ウ） 不足金の取扱いについて（意

見）

学校徴収金会計（家庭科総合実

習会計）について、 円の不足金

が生じていたが、教員が個人負担

している事例が見受けられた。

要綱において、学校徴収金会計

の不足金が生じた場合の取扱いが

明確になっていない。今後、少額

であっても教員が個人負担するこ

ととならないように、要綱等にお

いてその取扱いを定めることが望

まれる。

校長あてに周知しました。

ケ） 複数の装置が１セットで機能

する備品の表示について

複数の機器等が一式となってい

る物品を取得した際は、物理的に

分離できるものは枝番を付したう

えで備品の表示を行い、その旨を

物品出納・管理簿等の備考欄に反

映させる方法により管理するよ

う、令和２年 月に各県立学校に

周知しました。

イ） 通帳の解約について

各ホームの通帳管理について

は、当該通帳に係る学校徴収金会

計の目的が終了した際は速やかに

解約し、不要な通帳を残すことが

ないよう学校徴収金等会計事務取

扱要綱に明記します。

ウ） 不足金の取扱いについて

学校徴収金の取扱いについて

は、実務を担当している事務長の

意見を聞きながら、適切な取扱い

となるよう学校徴収金等会計事務

取扱要綱の見直しを図るととも

に、「学校徴収金等会計事務の運

用について」冊子の改正を行い、

校長が必要と認め、保護者の承認

を得た場合には、団体費会計から

の寄附により補うことなどについ

て明記し、令和２年度末までに周
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

エ） 学校徴収金の繰越について

（意見）

学校徴収金のうち、未使用残高

について、生徒及び保護者に返還

せずに、翌年度に繰り越している

事例が見受けられた。

要綱には次年度繰越金の取扱い

については規定がされていないこ

とから、今後は、特定のクラブや

生徒会費等については、将来の資

産の取得に備えるため積立てを行

うことができる旨、及び支出が収

入を上回る場合には繰越金を補填

することができる旨、等を規定す

ることが望まれる。なお、積立て

を行う場合には、どのような目的

かを明確にしておく必要があると

考える。

オ） 予算の策定について（意見）

学校徴収金について、要綱第６

条第１項に必要最小限の金額を徴

収すべき旨が記載されているにも

かかわらず、徴収額に対して返還

額の金額が多い事例が散見され

た。

学校徴収金は生徒及び保護者か

ら教材費等の学校教育活動を行う

上で必要な実費であり、これを学

校が管理及び執行することになる

ことから、要綱第６条第１項に記

載のとおり、必要最小限の金額と

なるように十分に検討を行った予

算に基づき徴収することが望まれ

る。

カ） 団体費会計の使用方法の明確

化について（意見）

団体費会計のうち、ＰＴＡ特別

会計において、高知海洋高等学校

の 周年記念事業のために毎年

万円をＰＴＡ一般会計から積み立

てているものの、この具体的な使

用方法について定めていなかっ

た。

具体的な使用目的がないまま会

費を徴収した場合、使用すること

が目的となる結果、無駄な支出に

つながる恐れがある。したがっ

て、団体費会計の会費等につい

知します。

エ） 学校徴収金の繰越について

学校徴収金の取扱いについて

は、実務を担当している事務長の

意見を聞きながら、適切な取扱い

となるよう学校徴収金等会計事務

取扱要綱の見直しを図るととも

に、「学校徴収金等会計事務の運

用について」冊子の改正を行い、

校長が必要と認め、保護者の承認

を得た場合には、年度末の残金を

翌年度に繰り越すこと、支出が収

入を上回る場合は繰越金で補塡す

ること、また、積み立てを行う場

合は、その目的についても明確に

することを明記し、令和２年度末

までに周知します。

オ） 予算の策定について

年度当初の徴収金額が高額であ

ることは、保護者に対する負担が

大きく、また、管理する教員にと

っても負担となるため、できる限

り必要な金額との差が生じないよ

う、十分に検討を行い、徴収金額

を設定します。

カ） 団体費会計の使用方法の明確

化について

団体費会計については、使用目

的を明確化し、徴収目的及び使用

方法について文書により十分な説

明を行うこととし、使途について

適切に行われているか確認を行い

ます。

特別な支出に備えるための積み

立てなど使用目的が曖昧な場合に

も、団体から事前文書等で説明を

行い保護者等への理解を得ること

を「学校徴収金等会計事務の運用

について」冊子に明記し、令和２

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

て、事前に徴収目的及び使用方法

を文書で説明したうえで、そのと

おりの使用となっているか確認す

ることが望まれる。また、使用目

的が曖昧な場合は寄付金を募る等

により、全生徒から一定額を徴収

する現状のやり方を見直すことが

望まれる。

③ 労務管理について

ア） 在校時間管理システムの入力

について（結果）

平成 年 月の全教員の在校時

間管理システムの入力状況を確認

したところ、出退勤の時間が入力

されていない、主な業務が適切に

選択されていないなど、不十分な

対応状況が見受けられた。

今後、教職員への入力の徹底を

指導するとともに、入力が不適切

な教職員に対しては管理職員が適

宜適切に指導する必要がある。

６ 須崎総合高等学校

２） 監査の結果及び意見

① 物品管理について

ウ） 過去に寄附を受けた物品につ

いて（結果）

過去に寄附を受けた物品につい

て、物品調書に登録されていない

事例が見受けられた。

過去に寄附を受けた物品につい

て、漏れなく現品調書に登録する

ことが必要である。

エ） 物品の処分手続漏れについて

（結果）

須崎総合高等学校の物品調書に

搭載されている普通物品のうち、

９件を現物照合の対象として抽出

したところ、１件はすでに廃棄済

みであったが、物品調書に処分し

年度末までに周知します。

ア） 在校時間管理システムの入力

について

令和元年 月と令和２年４月

に、システムへの入力状況及び勤

務実態の把握や未入力の場合の指

導の徹底について各学校あてに通

知し、周知を図るとともに、校長

会等においても学校長に対して管

理及び指導等について徹底を図り

ました。

また、各学校において管理職員

が入力の確認及び指導を行うほ

か、県教育委員会でも「長時間勤

務者の状況及び面接指導実施報告

書」の提出にあわせ確認を行うと

ともに、未入力が見られた場合に

は、学校を通じて指導を行ってい

ます。

ウ） 過去に寄附を受けた物品につ

いて

寄附を受けた物品についても、

寄附に係る手続きの完了後、購入

等により物品を取得した際と同様

に物品管理システムへ入力するよ

う、令和２年 月に各県立学校に

周知しました。

なお、須崎総合高等学校の過去

に寄附を受けた物品については、

物品出納・管理簿への記載を完了

しています。

エ） 物品の処分手続漏れについて

物品を廃棄等した際、物品出納

・管理簿等に処分した事実を確実

に反映させるため、物品廃棄決定

書等の余白に物品管理システムで

払出の処理をした日付け等を記載
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

た事実を反映できていなかった。

普通物品を処分した際には物品

調書においてもその事実を反映さ

せる必要がある。

オ） 不要物品の処分の検討につい

て（結果）

現物照合の際に、使用見込みが

ない物品が見受けられた。

使用可能な状態にある不要物品

は、校内及び高知県庁内の他の所

管課等において転用できないかの

調査を行い、他の有効活用の方法

を模索することが望まれる。その

うえで、他に転用見込みのない不

要物品について売却、廃棄等の処

分手続を行うことが必要である。

カ） 物品調書の設置場所について

（意見）

須崎総合高等学校は平成 年４

月に旧須崎高等学校と旧須崎工業

高等学校が統合し、新しい校舎も

設置された影響で、教室等の名称

が統合前と変更されているが、物

品調書の設置場所は統合前の教室

等の名称となっている。

統合に係る物品移動が両校分、

多量にあるため今年度中を目処に

整理するようになっているとの説

明があったが、物品の適切な管理

のためには設置場所の記載はその

都度必要と考えられる。

② 私費会計について

イ） 出納責任者による会計書類の

点検について（結果）

平成 年度の須崎高等学校の会

計書類を閲覧したところ、その点

検記録がなかったため、出納責任

者へ実施の有無を質問した結果、

実際に点検は実施していたが、書

類上に記録として残していなかっ

たとのことであった。

出納責任者による点検は毎年２

回以上実施したうえで、書類上に

記録を残す必要がある。なお、令

和元年度以降においては旧須崎工

業高等学校で使用していた点検記

するよう、令和２年 月に各県立

学校に周知しました。

なお、須崎総合高等学校の物品

調書に処分した事実を反映できて

いなかった普通物品１件について

は、物品管理システムでの払出処

理を完了しています。

オ） 不要物品の処分の検討につい

て

定期的に不用な物品を調査し、

他校を含め県の各機関が閲覧でき

る「不用品情報活用掲示板」を積

極的に活用したうえで、利用が見

込めない物品は廃棄処分を行うよ

う、令和２年 月に各県立学校に

周知しました。

カ） 物品調書の設置場所について

物品の取得又は移動の際、実在

性に問題が生じないよう、その都

度設置場所を物品管理システムへ

入力するよう、令和２年 月に各

県立学校に周知しました。

なお、須崎総合高等学校におい

ては、統合に係る物品の設置場所

の記載を令和３年３月に完了する

予定です。

イ） 出納責任者による会計書類の

点検について

毎年２回以上会計書類の点検を

行い、確認記録を残すこととしま

す。この２回の点検には決算時の

点検も含まれるものとし、点検後

は点検報告書を作成し、記録を残

すこととします。

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

録表を残すこととしているため、

改善が図られている。

ウ） ＰＴＡからホームへの運営費

補助金について（結果）

平成 年度の須崎高等学校のホ

ーム費会計書類を閲覧したとこ

ろ、ホーム費会計に係る出納簿と

は別にＰＴＡ会計から受領した運

営費補助金の出納簿が作成されて

いた。当該運営費補助金の収入支

出はホーム費会計に係る預貯金口

座や出納簿には記帳されておら

ず、決算書の収入支出にも含まれ

ていない。

学校徴収金を収納したときは、

預貯金口座に入金し、出納簿に記

載する必要がある。

ＰＴＡからホームへの運営費補

助金についても、ホーム費会計の

ために開設している預貯金口座へ

入金したうえで出納簿へ記帳し、

決算書に反映させる必要がある。

なお、令和元年度においては運営

費補助を行っておらず、今後この

ような事務処理が行われる予定は

ないとのことである。

エ） 出納簿の記帳について（結

果）

ホーム費会計の預貯金口座は毎

年度新たに開設し、年度末に解約

して、残金は生徒や保護者に返金

し精算しているが、出納簿を閲覧

したところ、３月末の残高がゼロ

となっていないものがあった。

実際にはＰＴＡ会計へ支出、各

生徒へ返金されているが、支出内

容は網羅的に出納簿へ記帳するこ

と、また、預貯金通帳の収入支出

と整合させる必要がある。

オ） 会計書類の整理と保管につい

て（意見）

年度末に監査員が監査（要綱第

条１項）を行うにあたり必要と

考えられる書類、監査後に校長名

で決算書を保護者等に報告した書

類（要綱 条２項）が保管されて

いないケースが見受けられた。

監査を受けるにあたり必要な書

類として、一覧をチェックリスト

ウ） ＰＴＡからホームへの運営費

補助金について

今後、ＰＴＡから各ホームへの

運営費補助は行わない予定です

が、今後すべての収入支出につい

ては、預貯金口座に入金し、出納

簿への記載を行い、決算書に反映

するよう、徹底します。

エ） 出納簿の記帳について

正確な会計報告を行うため、支

出内容について網羅的に出納簿へ

記帳し、収入支出について不明な

点がないよう適切な処理を行いま

す。

オ） 会計書類の整理と保管につい

て

監査書類として、必要なものに

ついては、チェックリストを作成

し、整理、保管について徹底して

いきます。
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

形式で作成し、それを消し込む形

で整備を行うことが望まれる。

カ） 監査を受けた決算書について

（意見）

平成 年度の須崎工業高等学校

のＰＴＡ一般会計など、監査報告

書と決算書とが別様で作成されて

いる会計があるが、双方に係る割

印がないため、監査済決算書の差

替えなども容易に可能な状態とな

っている。

監査済みの決算書であることを

明確にするためには、決算書自体

に監査員が署名、押印をするか、

決算書と監査報告書に割印を押印

する又は袋綴
と

じをすることが望ま

れる。

キ） 不足金の取扱いについて（意

見）

学校徴収金会計について、平成

年度の須崎高等学校１－３Ｈの

ＰＴＡからホームへ運営費補助金

収入 円に対し支出が 円

となり、 円不足したことか

ら、担任教員が自費で負担してい

る事例があった。

要綱において、学校徴収金会計

の不足金が生じた場合の取扱いが

明確になっていない。今後、少額

であっても教員が個人負担するこ

ととならないように、要綱等にお

いてその取扱いを定めることが望

まれる。

ク） 決算書の様式について（意

見）

学校徴収金等会計に係る決算書

様式については、現状、定めがな

く、須崎高等学校と須崎工業高等

学校とを比較しても様式に違いが

ある。

学校徴収金等会計事務の運用に

ついて（ 高高学第 号、平成

年３月 日付、高等学校課長・

特別支援教育課長通知）には、出

納簿及び引継書の参考様式が示さ

れているが、決算書の様式につい

ても定めることが望まれる。

③ 労務管理について

ア） 在校時間管理システムの入力

カ） 監査を受けた決算書について

監査済みの決算書については、

決算書自体への監査員の署名、押

印又は、決算書と監査報告書に割

印の押印若しくは袋とじをするこ

とで対応していきます。

キ） 不足金の取扱いについて

学校徴収金の取扱いについて

は、実務を担当している事務長の

意見を聞きながら、適切な取扱い

となるよう学校徴収金等会計事務

取扱要綱を見直し、令和２年度末

までに周知します。

ク） 決算書の様式について

実務を担当している事務長の意

見を聞きながら、適切な取扱いと

なるよう、学校徴収金等会計事務

取扱要綱を見直し、決算書の様式

についても、令和２年度末までに

周知します。

ア） 在校時間管理システムの入力

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

について（結果）

平成 年 月の全教員の在校時

間管理システムの入力状況を確認

したところ、出退勤の時間が入力

されていない、主な業務が適切に

選択されていないなど、不十分な

対応状況が見受けられた。

今後、教職員への入力の徹底を

指導するとともに、入力が不適切

な教職員に対しては管理職員が適

宜適切に指導する必要がある。

７ 日高特別支援学校

２） 監査の結果及び意見

① 物品管理について

ウ） 不要物品の活用・処分の検討

について（結果）

使用可能な状態にある不要物品

は、校内及び高知県庁内の他の所

管課等において転用できないかの

調査を行い、他の有効活用の方法

を模索することが必要である。そ

のうえで、他に転用見込みのない

不要物品については売却または廃

棄等の処分の手続きを行う必要が

ある。

② 情報機器の管理について

ア） ＵＳＢメモリの管理について

（結果）

ＵＳＢメモリの管理状況を確認

したところ、以下の不適切な事例

が見受けられた。

【不適切な事例】

・ ＵＳＢメモリを家に帰って作

業するために貸与している。

・ ＵＳＢメモリ管理台帳の必要

項目がすべて記載されないまま

貸与されている。

・ ＵＳＢメモリ管理台帳と現物

との照合が適宜されていない。

県教育委員会が平成 年に通知

している「個人情報等を含む公文

書及び電子データの適正な管理に

ついて」のとおり、ＵＳＢメモリ

について

令和元年 月と令和２年４月

に、システムへの入力状況及び勤

務実態の把握や未入力の場合の指

導の徹底について各学校あてに通

知し、周知を図るとともに、校長

会等においても学校長に対して管

理及び指導等について徹底を図り

ました。

また、各学校において管理職員

が入力の確認及び指導を行うほ

か、県教育委員会でも「長時間勤

務者の状況及び面接指導実施報告

書」の提出にあわせ確認を行うと

ともに、未入力が見られた場合に

は、学校を通じて指導を行ってい

ます。

ウ） 不要物品の活用・処分の検討

について

定期的に不用な物品を調査し、

他校を含め県の各機関が閲覧でき

る「不用品情報活用掲示板」を積

極的に活用したうえで、利用が見

込めない物品は廃棄処分を行うよ

う、令和２年 月に各県立学校に

周知しました。

ア） ＵＳＢメモリの管理について

ＵＳＢメモリの使用及び管理に

ついては、改めて学校に周知を行

い、管理台帳への記載漏れなどが

ないよう、適正な運用を徹底して

いきます。

今後、タブレットの活用などデ

ジタル化が飛躍的に進むことも想

定されるので、状況に合わせてＵ

ＳＢメモリの使用方法等について

も見直しを図っていきます。

自宅での時間外業務のためにＵ

ＳＢメモリを持ち出すことは認め

ておらず、出張先での業務や教育

センターでの研修など勤務場所を

離れて行う必要があり、校長が真
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

管理台帳に必要項目を記載すると

ともに、台帳と現物を毎月照合す

る必要がある。また、ＵＳＢメモ

リを使用する場合は真にやむを得

ない場合に限っており、自宅で作

業する際に使用することは真にや

むを得ない場合とは言えないた

め、運用方法について見直す必要

がある。

③ 労務管理について

ア） 在校時間管理システムの入力

について（結果）

平成 年 月の全教員の在校時

間管理システムの入力状況を確認

したところ、出退勤の時間が入力

されていない、主な業務が適切に

選択されていないなど、不十分な

対応状況が見受けられた。

今後、教職員への入力の徹底を

指導するとともに、入力が不適切

な教職員に対しては管理職員が適

宜適切に指導する必要がある。

第６． 総括意見

１． 基本理念を重視した事務の執行につい

て

平成 年 月における在校時間管理シス

テムへの入力に関して入力すべき項目につ

いて入力のなかった延べ回数は以下のとお

りであり、多額の資金と労力をかけて導入

された在校時間管理システムの運用状況

は、不十分なものと言わざるを得ない。

（単位：回）

学校名
出勤時刻

なし
退勤時刻

なし

主な業務
内容選択
なし 注

高知農業高等学
校

岡豊高等学校

高知南高等学校
・中学校
高知海洋高等学
校
須崎総合高等学
校

にやむを得ないとして承認した場

合のみ、校外に持ち出すことが可

能であることを、令和３年１月に

改めて通知しました。

ア） 在校時間管理システムの入力

について

令和元年 月と令和２年４月

に、システムへの入力状況及び勤

務実態の把握や未入力の場合の指

導の徹底について各学校あてに通

知し、周知を図るとともに、校長

会等においても学校長に対して管

理及び指導等について徹底を図り

ました。

また、各学校において管理職員

が入力の確認及び指導を行うほ

か、県教育委員会でも「長時間勤

務者の状況及び面接指導実施報告

書」の提出にあわせ確認を行うと

ともに、未入力が見られた場合に

は、学校を通じて指導を行ってい

ます。

１． 基本理念を重視した事務の執行につい

て

勤務時間を適切に把握・管理すること

は、働き方改革を進めていくうえで不可欠

であることから、令和元年 月と令和２年

４月に、システムへの入力状況及び勤務実

態の把握や未入力の場合の指導の徹底につ

いて各学校あてに通知し、周知を図るとと

もに、校長会等においても学校長に対して

管理及び指導等について徹底を図りまし

た。

また、「業務の効率化・削減」の取組と

して、統合型校務支援システムを活用し、

指導要録及び学習評価等の電子化や教材等

の情報共有、掲示板・回覧機能による会議

方法の見直し等を行うほか、学校における

業務改善の取組の参考となるよう、他県や

先進校等での好事例の紹介を引き続き行っ

ていきます。

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

日高特別支援学
校

合計

注 終業時刻後の在校時間が 分以上ある場

合で、主な業務内容選択のない回数

上記の状況が発生しているのは、県教育

委員会と学校現場の間に考え方の相違があ

るのではないか。

考え方の相違を解消するためには、基本

理念を常に意識し、問題の本質を理解しあ

うことが必要と考える。

基本理念を実現していくためには、将来

の教職員の働く環境を現在の教職員が整備

していくことが必要である。そのために

は、まず勤務の状況を正しく把握すること

が必要である。このような議論により、勤

務状況を正しく把握するということは基本

理念の実現に必要なものであるということ

を共有していく必要がある。

また、教職員が対応すべき事項や作成す

べき書類が増加傾向にあり、基本理念を常

に意識する余裕がないことも考えられるこ

とから、教職員が対応すべき事項や作成す

べき書類の削減を検討することが必要であ

る。

教育に携わるすべての人々の基本的な行

動規範は基本理念であるべきであり、常に

当該視点を意識した事務の執行が望まれ

る。また、基本理念を常に意識した事務の

執行が可能となるよう、時間的・精神的な

余裕を持つことが必要であり、当該観点に

よる業務の見直しも重要である。基本理念

を柱にすることで、教育を志した人々の思

いを一つにし、県の学校教育がより基本理

念に沿った形になるよう、関係者が一致協

力していくことが強く望まれる。

２． 基本目標の評価について

基本目標と施策の基本方向、その対策及

び取組との直接的な関係性が明瞭となって

いない。

基本目標については、各種指標（ＫＰ

Ｉ）の動向等を確認してその内容について

検討されているものの、基本目標の達成状

況についての詳細な分析と改善策が明示さ

れていない。

大綱及び基本計画を達成していくため

に、毎期ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理

を徹底するとされていることから、基本目

標 に 関 す る 今 後 の 取 組 ＝ Ａ

２． 基本目標の評価について

第３期計画の進捗管理にあたっては、基

本目標と関連が深い取組の成果や課題等を

記載するなど、基本目標の状況を分かりや

すく示していきます。

また、各取組の現状や課題の分析・検証

に基づき、具体的な取組の見直しを行い、

必要に応じて計画の改訂を行います。
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

（Ａｃｔｉｏｎ）を明確にするとともに、

それに基づいて具体的な対策や取組の見直

しが行われる必要がある。

３． 働き方改革及び業務の効率化について

２ 働き方に関する教職員の意識改革等

について

時間外勤務の主な発生要因として、部

活動業務が挙げられるとのことである。

部活動業務が多い教員については部活動

も含めた時間外勤務時間の削減を行う必

要があることを明確に認識して頂くとと

もに、指導員に任せる等意識を変えて頂

くことが必要である。

次に、当該実施報告において、時間外

勤務の要因の確認と改善策の検討がされ

ているが、その記載内容について具体的

な記載はほとんどなく、真剣な検討が行

われているとは見受けられない。令和元

年度末までに、「１ヶ月の時間外勤務時

間が 時間を超える教員数をゼロにす

る。」ことを重要目標として掲げている

ことから、その達成は必須である。その

ためにも、時間外勤務を削減するために

必要な対策は何か、各教職員が真剣な検

討をしていくことが必要である。

３ 業務の効率化について

１） 教職員の業務そのものの見直し

教職員の業務の効率化を図るにあた

って、まず、教員の業務内容の把握を

行うことにより、教員が本来担うべき

業務とそれ以外の業務を正確に把握し

たうえで、整理することが必要であ

る。その際、同じ業務であってもどの

ような方法によっているか把握する必

要がある。

そのうえで、不必要な業務はないか

検討する必要がある。当該検討にあた

っては、環境の変化により不必要な業

２ 働き方に関する教職員の意識改革等

について

教職員の業務そのものの見直しをする

中で、運動部活動に関しては、令和２年

度から各学校で部活動毎に年間活動計画

を作成し、適切な練習時間及び休養日の

設定等を行っています。県教育委員会に

おいても、学校からの中間及び年度末報

告により、各学校の全ての運動部活動が

適正に運営されているかの把握を行い、

必要に応じて指導を行っていくこととし

ています。

また、毎月の活動計画については、計

画段階及び実績ともに各学校で管理職員

が、県立学校に係る運動部活動の方針に

沿った内容となっているかの確認・指導

を行っています。

運動部活動指導員を配置した学校で

は、指導員が単独での指導や引率を行う

割合を高めていくことにより、顧問教員

の負担軽減に努めており、今後も引き続

き、指導員の増員も含め取組を進めてい

きます。

令和元年 月、各学校から提出される

「長時間勤務者の状況及び面接指導実施

報告書」の様式を見直して、教員ごとに

「超過勤務になる前に行った指導」「超

過勤務になった具体的な理由及び内容」

「超過勤務とならないための具体的な改

善策」を記載するようにし、時間外勤務

を削減するために個々の要因を把握・分

析し、改善を図るようにしています。

１） 教職員の業務そのものの見直し

令和２年度から、全ての教職員の目

標設定シートに「業務改善目標」を加

えることにより、教職員一人一人が業

務の効率化・削減に向けた目標を立て

て取り組んでいくことにしています。

また、統合型校務支援システムを活

用して、指導要録及び学習評価等の電

子化や教材等の情報共有、掲示板・回

覧機能による会議方法の見直しなど、

校務に係る業務の効率化・削減の取組

を更に進めていきます。

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

務が生じていないか留意する必要があ

る。次に、複数の教職員がバラバラに

行っている業務をまとめることで業務

の効率化を図ることはできないか検討

する必要がある。当該検討にあたって

は他校の取組状況も確認しながら、知

恵を出し合うことが望まれる。さら

に、教職員ごとに業務内容を比較し、

目的が同じでもそのやり方が異なる結

果、非効率な方法になっていないか、

もしくは不必要な作業が含まれていな

いか検証し、改善の余地のある教職員

に対しては、他の教職員の効率的な方

法を伝え改善していくことが望まれ

る。

２） 業務そのものを他者へ任せること

について

ホーム会費、各教科に関する会費及

び生徒会費等の私費会計の管理につい

て、専門の職員を雇用するか外部に管

理を委託することが考えられる。次

に、一定期間未収が継続する債権につ

いて、定期的に支払いの督促を行うこ

とは、教職員の業務時間を消費するこ

とになるとともに、精神的にも負担が

大きくなるケースが多い。教職員の業

務時間を確保し精神的負担を軽減する

ことで、教職員が本来の業務に集中す

ることができるよう、一定期間経過し

た未収債権については専任者が担当す

る等、教職員の負担軽減を図ることが

考えられる。さらに、部活動や校外で

の演習（高知農業高等学校等）につい

て時間外の業務が発生していることか

ら、担当教員の増加や外部の専任講師

等による対応を促進し、任せることが

望まれる。

３） 部活動の大会等での県内外出張に

ついて

教員が大会引率で県内外に生徒を引

率する場合、生徒の分も含めて教員が

チケット等の手配を行っている。これ

らの調査・請求の手間が膨大なものと

なっており、教職員の勤務時間の増加

につながっている。

超過勤務が恒常的になっている教職

員の勤務実態を勘案すると、負担の大

きい業務で外部に委託できるものがあ

れば委託することも含めて、大会引率

そのほか、業務の効率化や削減を進

めるにあたって参考となる他県や先進

校等での好事例を、ホームページや県

教育委員会が発行する「教職員の働き

方改革通信」に掲載し、県立学校及び

市町村教育委員会や所管の小中学校、

義務教育学校に対して引き続き周知し

ていきます。

２） 業務そのものを他者へ任せること

について

私費会計については、教員の業務軽

減のため、事務職員と連携していくこ

とが必要です。そのため、事務職員の

業務内容の見直しや、令和３年度当初

の会計年度任用職員に係る予算の割振

りの見直しを行うとともに、引き続き

専門の会計年度任用職員雇用のための

予算確保に努め、業務軽減を図りま

す。また、未収債権についても事務職

員と連携し、業務軽減を図ります。

顧問教員の部活動にかかる時間外勤

務時間については、運動部活動指導員

に指導や引率を任せることによって削

減を図っているところであり、今後も

引き続き、指導員を増員するなどの取

組も進めていきます。

また、校外での演習については、教

員を加配して業務の軽減を図っていま

す。

３） 部活動の大会等での県内外出張に

ついて

引率業務にかかる手順や手続きのポ

イントをまとめた統一的なチェックリ

スト等を作成し、令和２年度末までに

顧問教員に周知して業務の効率化を図

ります。

この取組によってもなお、負担軽減

が見込めない場合には、当該業務の外

部委託についてメリット・デメリット

を踏まえた検討を行うこととします。
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令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

に関する業務手順等の見直しを検討し

ていくことが必要であると考える。

４） 預金口座の繰り越しについて

現在多くの学校において、私費会計

に関する通帳について、毎年解約と新

規作成を行うという、非常に手間のか

かる業務が実施されており、教職員の

大きな負担になっている。今後は、教

職員の負担を軽減するため、毎年預金

口座の解約、開設を繰り返す従来の方

法ではなく、預金口座を解約せず次年

度以降も引き続き利用できるよう検討

することが望まれる。

４． 大局的な視点に基づく施設の維持・管

理について

１ 南海トラフ地震への対応について

高知海洋高等学校、宿毛高等学校と

も、学校としての安全対策をさらに進め

るため、専門家による現地検証を令和元

年度から実施することとされており、そ

の結果も踏まえ、学校関係者、地元自治

体及び地域の方々と適地への移転も含め

た様々な可能性について協議する会を開

催し、必要となる対応や移転する場合の

範囲、移転の方法、移転場所の候補地に

ついて協議するとしている。

早期に専門家の現地検証を実施したう

えで協議する会を開催し、学校関係者、

地元自治体、地域の方々の協力を得なが

ら、具体的な対応を決め、実行していく

ことが望まれる。

２ 長寿命化改修工事の早期実施につい

て

令和元年度（ 年度）から年間

億円の長寿命化改修を実施するとされて

いた計画に遅れが生じている。

本来なら早期に長寿命化改修を実施す

べき築 年を超過した施設は平成 年度

時点で 棟あるが、コスト平準化の観

点より令和元年度より 年間でこれらの

長寿命化改修を実施するとされているこ

とから、計画とおりの実施が強く望まれ

る。遅れが生じている長寿命化改修を当

初の計画に近づけて実施するためには、

令和２年度において長寿命化改修に着手

４） 預金口座の繰り越しについて

預金口座の繰り越しについては、各

科、学年、ホーム別等で預金口座を開

設し、名義人のみの変更で対応するよ

う事務手続きについて簡素化を図るこ

とを「学校徴収金等会計事務の運用に

ついて」冊子に明記し、令和２年度末

までに周知します。

１ 南海トラフ地震への対応について

高知海洋高等学校及び宿毛高等学校に

おける南海トラフ地震による津波への対

応について、令和２年６月～８月の間

に、両校、関係市及び関係する県南海ト

ラフ地震対策地域本部への訪問確認を行

い、両校の避難場所、避難路について

は、市や南海トラフ地震対策地域本部に

よりハード面の安全性を確認済であるこ

と、両高等学校では定期的に避難訓練を

実施していること等を確認しました。

両校を含む関係者による南海トラフ地

震への対応充実検討会議を、高知海洋高

等学校では 月下旬、宿毛高等学校では

令和３年１月上旬に開催し、避難路、避

難場所の現況等について共通認識を深

め、必要な安全性が確保されていること

を確認しました。更なる安全性の向上な

どを目指して、次回検討会議の開催につ

いて調整中です。

２ 長寿命化改修工事の早期実施につい

て

令和２年度は３棟の長寿命化改修工事

に着手します。今後は、学校単位の基本

設計をもとに優先順位付けを行い、順次

工事に着手していきます。

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置について

監査結果 措置の内容

することが必要である。

３ 適正な学校規模の維持について

前期実施計画期間中、１学年 名以上

という適正な学校規模としての基本的な

考え方（以下、この項において「基本的

な水準」という。）は、高等学校におけ

る生徒の発達段階を考慮した教育の質を

維持していくために最低限必要な水準と

して設定されたものである。

基本的な水準に満たない年度があった

学校を存続させることは中山間地域の発

展に寄与する面もあるが、中山間地域の

発展は他の施策により達成することも可

能であることから、高等学校としての教

育の質を維持するという趣旨を勘案する

と、ＩＣＴを活用した遠隔教育に取り組

むなど教育環境の向上に努めているもの

の、長期にわたって基本的な水準を下回

っている状態は必ずしも望ましいもので

はない。令和６年度以降の次期計画にお

いては、各県立学校の入学者数推移を前

提としたうえで、将来的に最低規模の生

徒数が確保できるかを改めて検討し、高

等学校としての教育の質を維持するとい

う観点をより重視することが望ましいと

考える。

３ 適正な学校規模の維持について

県立高等学校振興計画「後期実施計

画」は、計 回の教育委員協議会等を経

て平成 年 月に教育委員会での議決に

より決定となった計画であり、平成 年

度から令和５年度までの５年間の計画で

す。現在、同計画に基づき、教育委員会

事務局では、教育の質の維持や最低規模

の生徒数の確保の観点も踏まえて、各学

校の魅力化などに取り組んでいます。

ご意見をいただいた次期計画に関し

て、現時点で決定していることはありま

せんが、所要の時期に策定の要否を含む

必要な事項を教育委員会に諮ることにな

ると考えています。
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